
専
門
学
校
神
戸
カ
レ
ッ
ジ
・
オ
ブ
・
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
高

等
課
程
高
等
本
科

平
成
十
五
年
四
月
一
日

タ
ラ
デ
ザ
イ
ン
専
門
学
校
文
化
教
養
高
等
課
程
造
形
美

術
科

平
成
十
八
年
四
月
一
日

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成˜Ÿ年˜˜月™Ÿ日 火曜日 第››�™号官 報

表
二
十
七
商
業
実
務
専
門
学
校
東
亜
リ
フ
レ
ッ
ク
ス
ク
ー
ル
長
田
校
商
業
実
務
高
等
課
程
本
科
の
項
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

表
二
十
七
辻
村
学
園
服
飾
専
門
学
校
服
飾
高
等
課
程
高
等
本
科
の
項
中
「
昭
和
六
十
二
年
三
月
一
日
」
の
下
に「（
平

成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
当
該
課
程
を
修
了
し
た
者
に
限
る
。）」
を
加
え
る
。

表
三
十
三
岩
国
家
政
高
等
専
修
学
校
家
政
高
等
課
程
洋
裁
学
科
の
項
中
「
昭
和
六
十
三
年
三
月
一
日
」
の
下
に「（
平

成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
当
該
課
程
を
修
了
し
た
者
に
限
る
。）」
を
加
え
る
。

表
四
十
四
赤
塚
学
園
造
形
美
術
専
門
学
校
文
化
教
養
高
等
課
程
造
形
美
術
科
の
項
中
「
平
成
十
三
年
四
月
一
日
」
の

下
に「（
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
当
該
課
程
を
修
了
し
た
者
に
限
る
。）」
を
加
え
、
同
表
甲
南
ビ
ジ
ネ
ス
専

門
学
校
商
業
実
務
高
等
課
程
ビ
ジ
ネ
ス
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
科
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
六
百
十
三
号

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第
七
十
三
号
）
別
表
二
の
付
表
第
十
七
の
規
定
に
基
づ
き
、
平

成
五
年
一
月
二
十
七
日
農
林
水
産
省
告
示
第
八
十
二
号
（
タ
イ
王
国
産
ナ
ン
カ
ン
ワ
ン
種
、
ナ
ン
ド
ク
マ
イ
種
、
ピ
ム

セ
ン
ダ
ン
種
及
び
ラ
ッ
ド
種
の
マ
ン
ゴ
ウ
の
生
果
実
に
係
る
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
し
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日

農
林
水
産
大
臣

松
岡

利
勝

一
及
び
四
の
_

中
「
ピ
ム
セ
ン
ダ
ン
種
」
の
下
に
「
、
マ
ハ
チ
ャ
ノ
種
」
を
加
え
る
。

九
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

九

表
示

三
の
^

の
検
査
及
び
四
の
消
毒
が
行
わ
れ
た
生
果
実
の
各
こ
ん
包
又
は
束
ね
た
こ
ん
包
に
は
、
輸
出
植
物
検
疫
が

終
了
し
て
い
る
旨
及
び
仕
向
地
が
日
本
で
あ
る
旨
の
表
示
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
六
百
十
四
号

生
糸
の
輸
入
に
係
る
調
整
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
三
百
十
号
）
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
額
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
農
林
水
産
大
臣
が

定
め
る
額
及
び
そ
の
適
用
期
間
を
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日

農
林
水
産
大
臣

松
岡

利
勝

農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
額

一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き

一
九
〇
円

適

用

期

間

平
成
十
八
年
十
二
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
六
百
十
五
号

農
業
機
械
化
促
進
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
第
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
独
立
行

政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
か
ら
平
成
十
八
年
度
に
お
い
て
実
施
し
た
型
式
検
査
に
合
格
し
た
農
機

具
の
型
式
等
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日

農
林
水
産
大
臣

松
岡

利
勝

１
農
機
具
の
種
類
、
型
式
名
、
合
格
番
号
及
び
依
頼
者
の
名
称

農
機
具
の
種
類

農
機
具
の
形
式
名

合
格
番
号

依
頼
者
の
名
称

農
用
ト
ラ
ク
タ
ー（
乗
用
型
）

用
安
全
キ
ャ
ブ
及
び
安
全
フ

レ
ー
ム

ク
ボ
タ
Ｉ
Ｃ
75Ｍ
Ｚ

206015
株
式
会
社
ク
ボ
タ

２
検
査
成
績
の
概
要

検
査
成
績
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
農
林
水
産
省
生
産
局
農
産
振
興
課
、
地
方
農
政
局
、内
閣
府
沖
縄
総
合
事
務
局
、

都
道
府
県
庁
及
び
独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
六
百
十
六
号

農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
五
号
）
第
十
七
条

の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
株
式
会
社
ア
フ
ァ
ス
認
証
セ
ン
タ
ー
が
認
定
に
関
す
る
業
務
を
行
う
事
業
所
に
つ
い

て
、
平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日
を
も
っ
て
そ
の
所
在
地
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日

農
林
水
産
大
臣

松
岡

利
勝

変
更
前
の
事
業
所
の
所
在
地

変
更
後
の
事
業
所
の
所
在
地

東
京
都
中
央
区
銀
座
五
丁
目
十
番
十
三
号
東
洋
精
米
機
ビ

ル

東
京
都
港
区
新
橋
四
丁
目
三
十
番
四
号

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
六
百
十
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日

農
林
水
産
大
臣

松
岡

利
勝

一
^

保
安
林
の
所
在
場
所

福
井
県
福
井
市
浄
教
寺
町

四
六
字
大
谷
二
の
三
か
ら
二
の
五
ま
で
、
六
の
四

_

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

`

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

\

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

]

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立

木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢

以
上
の
も
の
と
す
る
。

^

間
伐
に
係
る
森
林
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期

間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
^

保
安
林
の
所
在
場
所

福
井
県
福
井
市
清
水
平
町

二
一
字
向
畑
山
一
二
の
一
か
ら
一
二
の
五
ま
で
、
一

三
の
一

_

指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

`

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

\

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

]

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立

木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢

以
上
の
も
の
と
す
る
。

^

間
伐
に
係
る
森
林
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期

間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福

井
県
庁
及
び
福
井
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
六
百
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日

農
林
水
産
大
臣

松
岡

利
勝

一

保
安
林
の
所
在
場
所

大
阪
府
茨
木
市
大
字
上
音
羽

一
の
二
、
二
一
五

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

^

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

_

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
大

阪
府
庁
及
び
茨
木
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
六
百
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日

農
林
水
産
大
臣

松
岡

利
勝

一
^

保
安
林
の
所
在
場
所

山
口
県
山
口
市
仁
保
中
郷

字
石
坂
六
二
〇
の
一

_

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

`

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

\

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に

よ
る
。

字
石
坂
六
二
〇
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分

に
限
る
。）

]

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る

伐
採
種
を
定
め
な
い
。

œ
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